
岩沼市 市民経済部 環境課（2024年1月）

指定日の朝8時30分までに
出してください。

プラスチック資源

ペットボトル

缶 類

びん類

新聞・雑誌類・段ボール
紙パック・布類

紙製容器包装類

金属製品類

せともの類

ガラスくず類

有害ごみ

複合素材類

粗大ごみ

燃えるごみ

・汚れたものは、燃
えるごみへ

・軽く水洗いする
・布類は木綿製品のみ
・種類ごとに十文字に
しばってだす

・油分の多い缶は金
属製品類へ

・油分の多いびんはガ
ラスくず類へ

・コンテナからはみ出
すものは粗大ごみへ

・集積所には出せませ
ん
・自己搬入するか、個
別収集を依頼してくだ
さい

・軽く水洗いする
・つぶさない
・ふたは必ずはずす

・軽く水洗いする
・ふたは必ずはずす

・汚れたものは燃える
ごみへ

・生ごみは水気をきる

袋

箱

袋

袋袋

箱箱箱

箱

箱

箱

袋マークは、指定のごみ袋に入れる。
箱マークは、指定のコンテナに入れる。

・汚れをとって入れる
・ガラスくず類を混ぜ
て出さないこと

・スプレー缶は、必
ず使い切り、穴をあ
けずに出す
・包丁、刃物は新聞
に包んで「危険物」
と表示する

出典：経済産業省ウェブサイト（https://www.meti.go.jp/policy/recycle/main/data/illust/index.html）


